
 

 

岩手県海岸漂着物対策推進地域計画（仮称）の策定について 

１ 経緯                                          

(１) 国の方針 

平成30年度に海岸漂着物処理推進法が改正され、森から川を経て海に至る流域全体が一体とな

って河川や海岸の環境美化、３Ｒの推進に積極的に取り組み、より一層の海岸の良好な環境を保

つこととしている。 

(２) 県の方針 

いわて県民計画（2019～2028）において、多様で優れた環境を守り、次世代に引き継ぐことを

目指し、海岸漂着物の円滑な処理、県民等の参加による河川や海岸等の保全などの取組を進める

こととしている。 

これまで、岩手県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例に基づき、各流域協議会

において、流域一体となった環境保全活動等に取り組んでいただいているところ。 

今般、上記の取組に加え、前記改正法の趣旨に対応するため、海岸に漂着したごみの円滑な処

理や発生抑制の施策などを定める「海岸漂着物対策推進地域計画」（以下「地域計画」）を2019年

内に策定しようとするもの。 

 

２ 地域計画                                       

 (１) 意義 

海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するため、国が定める基本方針（海岸漂着物対策

を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針）に基づき、県が定める計画 

 (２) 規定事項 

   国の基本方針等を踏まえ、以下の事項を規定 

  ① 基本的事項 

   ○ 計画策定の背景・目的等 

  ② 海岸特性 

○ 自然的特性、社会的特性（人口分布、自然公園、港湾・漁港施設等） 

  ③ 海岸漂着物等の現状と課題 

   ○ 漂着・処理状況、発生抑制等の取組の現状と課題 

  ④ 海岸漂着物対策の基本方針 

   ○ 円滑な処理、効果的な発生抑制、環境学習・普及啓発、役割分担・連携 

  ⑤ 海岸漂着物対策を重点的に推進する区域及びその対策内容 

   ○ 海岸漂着物対策を重点的に推進する区域の指定、重点区域に関する海岸漂着物対策の内

容（処理・発生抑制・普及啓発に関する方策等） 

⑥ 関係者の役割分担と相互協力に関する事項 

  ⑦ 海岸漂着物対策の実施に当たって配慮すべき事項 

○ モニタリングの実施、災害等の緊急時における対応等 

 

３ 地域計画策定の進め方                                      

 当協議会での協議やパブリックコメント等を経て、2019年内の策定を目指す。 

 

４ 地域計画策定後の取組                                      

 地域計画に基づく取組を推進しながら、協議会を定期的（年１回：５月～６月を目途）に開催し、

取組の振り返りや情報共有・見直しを図り、取組を継続していく。  

資料３ 



岩手県海岸漂着物対策推進地域計画（仮称）策定スケジュール（案） 

時 期 岩手県海岸漂着物対策推進協議会 意見照会等 

2019年 

４月 

 

 

 

５月 ・協議会の設置 

・第１回協議会（5/27） 

（論点・計画案構成イメージ等の提示、意

見聴取） 

 

６月  

 

 

・関係機関（市町村、海岸管理者、隣接県等）

への意見聴取 

 

７月 ・第２回協議会 

（素案提示、意見聴取） 

 

 

８月  

 

 

・関係機関（市町村、海岸管理者、隣接県等）

への意見聴取 

 

９月 ・第３回協議会 

（最終案提示、意見集約） 

 

 

10月  ・パブリックコメント実施 

（10～11月想定） 

・関係機関（市町村、海岸管理者、隣接県等）

への意見聴取 

・市町村への説明（補助事業の概要、事業計

画書提出時期等） 

11月  

 

 

 

12月  

 

 

・地域計画の策定、公表 

以降 ・地域計画に基づく取組の推進 

・協議会の開催（毎年５月頃を目途。前年度

の事業実績の振り返り、当該年度の事業計

画策定等） 

 

  


